
様式第１号（第４条関係）      記入例   

 

第３子以降児童生徒学校給食費無償化申請書 

 

令和〇年〇〇月〇〇日 

さぬき市教育委員会教育長 殿 

 

申
請
者
（
保
護
者
等
） 

フリガナ  サヌキ タロウ 

氏名 讃岐  太郎 

住所 〒７６９－２１０１ さぬき市志度５３８５番地８ 

電話番号 （日中の連絡先）０９０－１２３４-５６７８ 

E mail （メールアドレスの記入は任意です。） 

 

学校給食費の無償化の適用を受けたいので、さぬき市第３子以降児童生徒の学校給

食費の無償化に関する要綱第４条の規定により、次のとおり申請します。 

扶養している子の状況 
（申請年度において扶養をしている全ての子（未就学児を除く。）を記入してください。） 

 フリガナ 
生年月日（和暦） 

在学している学校・学年 

（さぬき市立小・中学校在学者の

み記載）※在学予定の学校・学年 

健康保

険証 

添付※1 扶養している子の氏名 

第１子 
 サヌキ ハナコ H 

年 月 日 
R 

学校 

（  年） 
□ 

 讃岐 花子 

第２子 
サヌキ イチロウ H 

年 月 日 
R 

学校 

（  年） 
□ 

 讃岐 一郎 

第３子 
サヌキ ツキコ H 

年 月 日 
R 

〇〇小学校 

（ ６年） 
□  讃岐 月子 

第４子 
サヌキ ジロウ H 

年 月 日 
R 

○○小学校 

（ ２年） 
□  讃岐 次郎 

第５子 
 H 

年 月 日 
R 

学校 

（  年） 
□  

第６子 
 H 

年 月 日 
R 

学校 

（  年） 
□  

※１健康保険証の写し等の子を扶養していることが確認できる書類を裏面に貼り付け、チェックを入れてくださ
い。ただし、さぬき市立小中学校に在学する児童生徒に係るものは必要ありません。 

※２無償化の対象となる児童生徒は、扶養している子のうち年齢の高い方から数えて３番目以降で、かつ、さぬき
市立小中学校で学校給食の提供を受けている子です。 

「さぬき市使用欄（以下の欄は記入しないでください。）」               （裏面に続く） 

申請書確認 扶養確認 生保受給 就援受給 無償化開始日 備考 

□適 □不適 □適 □不適 □有 □無 □有 □無 年  月  日  

 

13  2   3 

17  4   4 

22  6   5 

26  8   7 

レ 

レ 

①  

③  

④  

②  

②氏名欄は年齢が上の子から順番に記入してください。 

なお、生年月日が平成３０年４月２日以降の未就学の子については、記入の必要はありませ

ん。 

③子の在学しているさぬき市立小・中学校及び学年欄は、令和６年４月時点（随時申請は申

請時）の学校・学年を記入してください。 

④さぬき市立小・中学校に在籍していない子にチェック☑をつけてください。 

① 審査過程における連絡先、決定通知上の保護者名となります。 



 記 入 例  

（裏面） 

扶養事実等申立書及び同意書 

１ 私がこの申請書に記載の子を扶養していることに相違ありません。 

２ この申請書及び添付書類の内容を確認するため、私及び私の属する世帯員に関し、次の事

項について同意します。 

このことについては、私の属する世帯員の同意を得ています。 

(1) 住民基本台帳の住民票の記載情報及び生活保護・就学援助の受給状況等の情報をさぬき

市教育委員会が確認すること。 

(2) 学校給食費に関する支援の受給状況等をさぬき市及び関係市町村において調査・確認を

すること（市外からの転入の場合等）。 

 

申請者（保護者）氏名                   （※） 

※表面に記載している申請者（保護者）が必ず自署してください。 

 

【健康保険証の写し等貼付け欄】 

※表面に「扶養している子」として記載した子の健康保険証の写し（コピー）等を貼り付けて

ください。ただし、さぬき市立小中学校に在学している児童生徒の健康保険証の写し等の添

付は必要ありません。 

※写しを貼り付ける際は、重ならないように貼り付けてください。 

 

 

 

讃岐 太郎 

⑤扶養事実等申立書及び同意書欄には、表面の申

請書（保護者）と同一の方が、必ず自署にて氏名を

記入してください。 

⑤ 

⑥申請書表面で被保険者証添

付にチェック☑を付した子につい

て、有効な健康保険証の写し（コ

ピー）を添付してください。 

※記号、番号、枝番、保険者番

号、QR コードは、個人情報保護

のため、見えないようにマスキン

グ処理をお願いします。 

 

⑥ 


